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項目

項番 質問 回答

1

　「プラマーク」が表示されていないプラス
チックでも「プラスチック」として出していい
でしょうか。
（個別包装のせんべい等の袋、花束を包んであ
るビニール、スーパーに置いてある傘袋など）

　プラスチック原料のものであれば、全て同じ
袋に入れて「プラスチック」として排出してく
ださい。

2

　プラスチックに貼ってある紙製のラベルシー
ル（成分表示など）は剥がした方がいいので
しょうか。

　簡単に剥せるようであれば、剥した上で「プ
ラスチック」として排出してください。
　剥がれないものはそのまま排出して構いませ
ん。

3

　ペットボトルとペットボトルのふた、ラベル
は今後から一緒に出せばいいですか。

　ペットボトルは従来どおり単体で「ペットボ
トル」として、ふたとラベルは「プラスチッ
ク」として排出してください。

4

　ポテトチップスの袋のようなプラスチックと
アルミがくっついているものは、どう出せばい
いのでしょうか。

　「プラスチック」として排出してください。

5

　発泡スチロールや玩具プラスチックの大きい
もの（３０㎝以上のもの）は、３０㎝より小さ
くすれば出していいのでしょうか。

　３０㎝程度にして頂ければ回収できます。
　なお、箱型の発泡スチロールは、そのままの
状態でも排出出来ますが、誤って回収すること
を防ぐため、「資源」と明記していただくか、
出来るだけ袋に入れて排出してください。

6

　これまで生ごみを捨てる際に薄いポリ袋に入
れて出してきましたが、これからはこうした捨
て方が出来ないのでしょうか。

　生ごみが飛び散ってしまうので、これまで同
様にポリ袋に入れて「可燃ごみ」として排出し
てください。

分け方について


